
 

 

 

付 議 第 ８ 号 

 

 

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則の  

一部を改正する規則議案 

 

 

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 17年高知県

教育委員会規則第 25号）の一部を別紙のとおり改正することについて、高

知県教育委員会事務委任規則（平成４年教育委員会規則第１号）第２条第

３号の規定により議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会事務委任規則 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委

任する。 

（３）規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

教 育 委 員 会 規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 立 武 道 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 2 8年 ３ 月  日  

高 知 県 教 育 委 員 会 委 員 長  小 島  一 久  

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

高 知 県 立 武 道 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の  

一 部 を 改 正 す る 規 則  

高 知 県 立 武 道 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 1 7

年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 2 5号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 記 第 ４ 号 様 式 及 び 別 記 第 ５ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

別紙  



第４号様式（第３条関係） 

（その１） 

№        

武道場利用券（個人１日利用） 

学生 ・ 一般 

利用年月日      年  月  日 

利用者氏名              

使用料の額            円 

高知県立武道館 

№        

武道場利用券（個人１日利用）（副） 

学生 ・ 一般 

利用年月日      年  月  日 

利用者氏名              

使用料の額            円 

高知県立武道館 

 

（裏面） 

１ この利用券は、武道場を利用するとき
に、武道館の関係職員に渡してください。 

２ この利用券は、氏名を記載されている者
が武道場を利用するときに限り使用するこ
とができます。 

３ 本館又は分館（弓道場）を団体が利用し
ているときは、その館を利用することはで
きません。 

４ 武道場を団体が利用しているときは、こ
の利用券を使用することはできません。 

５ 利用の許可を受けた事項を変更するとき
は、この利用券を提出してください。 

 

備考 １ 寸法は、縦４センチメートル、横12センチメートルとする。 

２ №は、会計年度ごとの通し番号とする。 

３ この利用券の半券をもって、現金領収証書に代えるものとする。 

４ 点線は、切取り線とする。 



（その２） 

（  年 月 日）（№  ） 

武道場利用券 

（個人１日利用） 

 

 

利用者区分 

利用場所 

種目 

使用料の額      円 

 

 

高知県立武道館 

（  年 月 日）（№  ） 

武道場利用券（副） 

（個人１日利用） 

 

 

利用者区分 

利用場所 

種目 

使用料の額      円 

 

 

高知県立武道館 

備考 １ この様式は、機械で発行する場合に使用する。 

２ 寸法は、縦５センチメートル、横5.75センチメートルとする。 

３ №は、会計年度ごとの通し番号とする。 

４ この利用券の半券をもって、現金領収証書に代えるものとする。 

５ 点線は、切取り線とする。 

 



第５号様式（第３条関係） 

№        

武道場利用券（個人１月利用） 

学生 ・ 一般 

利用期間        年  月  日から    年  月  日まで 

学校名又は住所                            

利用者氏名               

使用料の額             円 

高知県立武道館 

 

（裏面） 

１ この利用券は、武道場を利用するときに、武道館の関係職員に提示してくださ

い。 

２ この利用券は、氏名を記載されている者が武道場（一般の方の場合は、分館

（弓道場）に限ります。）を利用するときに限り使用することができます。 

３ 本館又は分館（弓道場）を団体が利用しているときは、その館を利用すること

はできません。 

４ 武道場を団体が利用しているとき（一般の方の場合は、分館（弓道場）を団体

が利用しているとき）は、この利用券を使用することはできません。 

５ 利用の許可を受けた事項を変更するときは、この利用券を提出してください。 

備考 １ 寸法は、縦４センチメートル、横９センチメートルとする。 

２ №は、会計年度ごとの通し番号とする。 

３ この利用券をもって、現金領収証書に代えるものとする。 

 

 



附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則の  

一部を改正する規則議案説明 

 

１ 改正の目的及び主な内容 

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

施行により、学生以外の個人による１月単位の利用を認めることに伴い、

武道場利用券の様式を変更しようとするものである。  

 

２ 施行期日 

平成 28年４月１日 

参考資料１ 









高知県立武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 現行の利用料金 

 武道館分館（弓道場）  

 

武道館  

 

弓道場 

学

生 

１日 ５０円 （ ５０円） ５０円（ ５０円） １５０円 （１６０円） 

１月 ２６０円 （２８０円） ２６０円（２８０円） ９００円 （９７０円） 

一

般 

１日 １９０円 （２００円） １９０円（２００円）      ３００円 （３２０円） 

１月   １,８００円（１,９４０円） 

※ … （○○円）は消費税（８％）込の利用料金で、１０円未満は切り捨てとなっている 

 

２ 改正案 

・ 武道館分館（弓道場）と同様の射場を有する弓道場において、１月の利用料金は、学

生、一般ともに１日の利用料金の６.０倍となっている 

・ 一方、武道館分館（弓道場）においては、学生の１月の利用料金は、１日の利用料金

の５.２倍となっていることから、新たに設ける一般の１月の利用料金は、一般の１日の

利用料金の５.２倍とする（下表参照） 

 

 武道館分館（弓道場）  

 

武道館  

 

弓道場 

学

生 

１日 ５０円 （ ５０円） ５０円（ ５０円） １５０円 （１６０円） 

１月 ２６０円 （２８０円） ２６０円（２８０円） ９００円 （９７０円） 

一

般 

１日 １９０円 （２００円） １９０円（２００円）       ３００円 （３２０円） 

１月 ９８０円（１,０５０円）  １,８００円（１,９４０円） 

※ … 新利用料金は１０円未満を切り捨てとした 

 

参考資料３ 

×６.０ 

×６.０ 

×５.２ 

×５.２ 

×５.２ 


